
 生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成18 年10 月19 日 

                                                  岩手県知事 増 田 寛 也  

岩手県条例第65 号 

   生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例の一部を改正する条例 

生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例（昭和36 年岩手県条例第25 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義） 

第２条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の「障害者世帯」とは、身体障害、知的障害又は精神障害が

あるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける

者であって次に掲げるものの属する世帯をいう。 

(１) ［略］ 

 (２) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第

123号）第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている者 

 

(３) 知事から療育手帳の交付を受けている者（知的障害者又は知的

障害児につき、その保護者が療育手帳の交付を受けているときは、

当該知的障害者又は知的障害児） 

 

４ ［略］ 

 （定義） 

第２条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の「障害者世帯」とは、身体障害、知的障害又は精神障害が

あるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける

者であって次に掲げるものの属する世帯をいう。 

(１) ［略］ 

 (２) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第

123号）第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている者又はこれと同程度の精神障害の状態にあると認め

られる者 

(３) 知事から療育手帳の交付を受けている者（知的障害者又は知的

障害児につき、その保護者が療育手帳の交付を受けているときは、

当該知的障害者又は知的障害児）又はこれと同程度の知的障害の状

態にあると認められる者 

４ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例の規定は、平成 18 年４月１日から適

用する。 
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